
加賀市議会スポーツ推進議員連盟規約 

 

 (名称) 

第1条 この連盟は、加賀市議会スポーツ推進議員連盟(以下「連盟」という。)と称する。 

 (目的) 

第2条 連盟は、加賀市のスポーツの振興、強化及び普及を推進し、もって市民の幸福で豊かな生活の営みを

図ることを目的とする。 

 (事業) 

第3条 連盟は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

 (1) スポーツの振興、強化及び普及を図るために必要な調査研究、情報収集等に関する事業。 

 (2) スポーツ団体との意見交換及び交流促進に関する事業。 

 (3) スポーツを通じての国際交流促進に関する事業。 

 (4) スポーツ大会の誘致に関する事業。 

 (5) スポーツ施設の整備及び有効利用等に関する検討。 

 (6) その他本連盟の目的を達成するために必要な事業。 

 (組織) 

第4条 連盟は、第2条の目的に賛意を表する加賀市議会議員(以下「会員」という。)をもって組織する。 

 (役員) 

第5条 連盟に次の各号に掲げる役員を置く。 

 (1) 会長      １名 

 (2) 副会長     １名 

 (3) 理事      若干名 

 (4) 事務局長    １名 

 (5) 監事      １名 

２ 前項に規定する者のほか、会長が必要と認めたときは、顧問及び相談役を置くことができる。 

 (役員の選任) 

第6条 前条第1項に規定する役員は、総会において選任するものとする。 

２ 前条第2項に規定する顧問には議長をもって充てるものとし、相談役については、会長が指名する。 

３ 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

４ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

５ 役員は、辞任又は任期満了後においても後任者が選任されるまでは、その職務を行うものとする。 

 (役員の職務) 

第7条 会長は連盟を代表するほか、総会及び役員会を招集し、会議の議長となる。 

２ 副会長は、会長を補佐する。但し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、これを代理する。 

３ 理事は、事業の企画立案を行い、連盟の運営・連絡調整を担当する。 

４ 事務局長は、連盟の事務及び経理を統括する。 

５ 監事は、連盟の会計を監査する。 

 

 



 (会議) 

第8条 連盟に次の各号に掲げる会議を置く。 

 (1) 総会 

 (2) 役員会 

 (総会) 

第9条 総会は毎年１回開催する。ただし、役員会の決定により臨時に総会を開催することができる。 

２ 総会は、連盟の重要事項について議決する。 

３ 総会は、会員の半数以上の出席をもって成立する。 

４ 総会の議事は、出席した会員(議長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

 (役員会) 

第10条 役員会は、会長、副会長、理事及び事務局長をもって構成し、役員会の議事は、出席した役員(議長

を含む。)の過半数をもって決する。 

２ 役員会は、会長が必要と認めたときに開くものとする。ただし、役員(監事を除く。)の３分の２以上の

要求があれば、会長はこれを開かなければならない。 

 (経費) 

第11条 連盟の所要経費は、会費、その他の収入をもって充てる。 

２ 連盟の予算及び決算は、総会の議決を経なければならない。 

 (会費) 

第12条 会員の会費は、年額３千円とし、毎年４月の議員報酬から天引きする。ただし、入会初年度の会費

は、入会の日の属する月の議員報酬から天引きする。 

２ 前項の会費のほか、必要に応じて臨時会費を徴収することができる。 

３ 連盟の解散時を除き、会員が既に納入した会費は返還しない。 

 (会計年度) 

第13条 連盟の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 (事務局) 

第14条 連盟の事務局は、加賀市議会内に置く。 

 (規約の改正) 

第15条 この規約は、総会の議決により改正することができる。 

 (解散) 

第16条 連盟は、総会において出席会員の３分の２以上の賛成をもって解散することができる。 

２ 解散に伴う必要な清算を行った後に、なお残余金が生じたときは、役員会の決定に基づき会員に還付す

る。 

 (委任) 

第17条 この規約に定めるもののほか、連盟の運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て定める。 

   附 則 

 この規約は、令和３年１２月８日から施行する。 

 


